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σ
シグマ

法 
はじめに 

このメッセージは筆界特定書（法務局筆界特定），判決書（境界確定訴訟）の中で公差につ

いて統一された記述が使われていなく，対象土地所有者，控訴人，被控訴人及び関係者にと

って理解し難い表現が多いため提案するものです。 

σ
シグマ

法は品質管理手法の一つです，これを境界測量にアレンジしたものです，あくまでも境

界測量の専門家でない方に理解しやすいように配慮した表現に統一するべきとの観点から作

成したもので，感覚的でなく，「一定の規準
も の さ し

に基づいて」使いましょうとの主旨です。 

このような分類は気象庁の「風の強さ」とか「雨の強さ」でも使われていますので参考にしてく

ださい。 

 

公差とは最悪でもそれ以下であれば許せるという指標です，ある結果が「公差内です。」とい

いましても公差の下限（０
ゼロ

）に近いのか上限（公差として決められた値）に近い数値なのかによ

ってその数値への評価が違ってきます，つまり，公差の幅のどの位置
レ ベ ル

にあるかによって評価が

違って来ます。 

境界の位置について筆界特定書とか判決書でも次のような表現がみられます，「その差は

公差内で一致している。」，「Ａ測量図とＢ測量図の当該距離差は公差内であり，一致してい

る。」とか「その差は公差内であり，ほぼ一致している。」といった表現です，これらの表現は公

差のどのレベルにあるのか説明がされないまま使われています。 

これでは理解し難い説明です，それどころか使っている専門家でも判らないまま，認識が曖

昧なまま使っているようです。 

例えば，同じ価格の時計を買うとしたとき，Ａの時計は一日に１０秒の誤差が生じます，Ｂの

時計は１秒の誤差が生じます，どちらも公差内ですといったときにＡの時計を買う人はいない

でしょう，これと同じです。 

そこでこの表現を技術的に示す必要があります，その概要についての解説です。 

一般論としての σ
シグマ

法とは 

σは標準偏差のことです， σ
シグマ

法とは公差に対して公差から外れる割合（不良率といいます）

を幾ら以下にするかを決め標準偏差で管理する手法です，標準偏差（σ）毎の確率，不良率

は下表のとおりです。 
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「我社は４シグマで管理しているとか，トヨタ自動車では６シグマで管理しているらしい・・・」と

いうことを聞いたことがあると思います，σとはサンプルの標準偏差をいいます，サンプルとは

大量の製品（母集団）からランダムサンプリング
無 作 為 抽 出

（標本）したデータから計算した標準偏差です。 

製品を作る場合，必ず公差は決めてあります。作られた製品の良，不良は公差内か公差外

かを検査することで判定されます，製品全部を検査すればそれ相当のコストと時間が掛かりま

す。 

そこで，全部の製品を検査しないで最低限の数を検査して製品全体の良，不良を判断する

方法を取ります，これがランダムサンプリングです。 

ランダムサンプリングの結果から全体の不良率を正規分布の確率から判断して製品全体の

良、不良を判断します。 

 

この方法ですと不良率はサンプリングの標準偏差と公差中心に対するサンプリングの平均

値のズレで決まります，そこで，最低限許される不良率を決めておく必要があるわけです。 

例えば（下表，下図参照）１０００個に３個は不良があってもやむを得ないとすると不良率は０．

３％（０．００３／１）未満，良品は９９．７％（０．９９７／１）以上で２．９７σに相当します，これを≒

３として３σ法といいます。 

 

 

標準偏差 確率 不良率 備考
３σ 0.997300204 0.003 約千分の３
３．８９１σ 0.999900168 0.000 約１万分の１
４σ 0.999936658 0.0006 約２万分の１
５σ 0.999999427 0.0000006 約２００万分の１
６σ 0.999999998 0.000000002 約５億分の１

（＋）側

99.730 49.865

0.135

49.865

0.270 0.135

（-側）0分布の平均値

全体確率　 ％

全体不良率　％
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があります。 

法務局単位，土地家屋調査士会単位で地積測量図作成要領が異なるようなので全国の地

積測量図全体が母集団という考えはありません。 

いずれにしても，土地家屋調査士から提出された地積測量図から抜き取り検査をして精度

内であることの証明は法務局でも土地家屋調査士会でもしておりません。 

このことからの地積測量図のデータはサンプリングデータではないといえます，したがって国

土調査法施行令別表４の筆界の位置の公差の平均二乗誤差は適用することはないといえま

す。 

とはいいましても，地積測量図の誤差は公差内で作成されていることを前提に考えなくては

ならないとするしかしょうがありません。これを前提にしたシグマ法の説明になります。 

 

３．９σ（シグマ）法と筆界の位置誤差 

平均二乗誤差は統計指標ではありませんのでこれを統計指標である二変量標準偏差に換

算します，平均二乗誤差と標準偏差の関係の説明は別の項（標準偏差と平均二乗誤差の違

い）で説明しています。概略は「平均二乗誤差＝√  ×二変量標準偏差」の関係にあり，筆界

点の位置誤差公差と平均二乗誤差の関係は表から「筆界点の位置誤差公差＝3×平均二乗

誤差」となっています。したがって「筆界点の位置誤差公差＝3×√  ×二変量標準偏差 ＝

4.25×二変量標準偏差」となります。 

 4.25 倍の二変量標準偏差の確率は 0.9998803871≒0.9999 です，この逆数が不良率で

0.0001 （10,000 分の 1）です，一万個に一個が公差外にある可能性があることを意味しま

す。 

これは二変量についての基準なので，「筆界点間の図上距離又は計算距離と直接測定に

よる距離との差異の公差」（「距離の公差」といいます），つまり距離の較差は一変量ですからこ

のままでは使えません。 

 そこで，次のようにします，不良率 10000 分の 1 は二変量，一変量で変わりませんので，一

変量（通常使われる変量）における 10000 分の 1 相当する標準偏差（σ）を求めると 3.891σに

なります。3.891σ≒3.9σ （下表，下図参照）とします，この国土調査法施行令別表４は 3.9σ

を前提に作られている基準といえます。 

 公差６０の３．８９１σは 
.

 = 15.420 です，全体の確率は９９．９９０％，分布に中心

と公差の中心が一致（０）しているとしたときの片側確率（不良率）は０．００５％になります。 

 

0

15.42

60

公差の中心値

標準偏差　σ

公差の幅（片側）

分布の平均値

全体確率　 ％

全体不良率　％

（＋）側

99.990 49.995

0.005

49.995

0.010 0.005

（-側）0
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距離公差については国土調査法施行令別表４の「筆界点間の図上距離又は計算距離と直

接測定による距離との差異の公差」の計算式にあるとおり距離の長さによって公差が異なると

いうことと，図面が図解法（数値が書いていない図面）と数値が書いてある図面では式が異な

るということに注意が必要です，つまり図解法図面では例えば甲３の式では 

0.08(m) + 0.02√S(m) + α(mm) であり	

数値法図面では 例えば，甲３の式では  

0.08(m) + 0.02√S(m) となると "されています”∗  。 

	

式の最後にある「+α(mm)」のところで図解法図面と数値法図面では公差が違う点に注意し

なければなりません。 

具体的には，精度区分甲３，距離 80m，縮尺 300 分の 1 の図面では図面に点間距離の記

載があれば，距離公差は 0.259m です。点間距離の記載がなければ 0.349m となります。 

 

較差の平均値について 

次に、平均値ですが，国土調査法施行令別表４の備考二に「当該筆界点のこれを決定した

与点に対する位置誤差をいう。」とあります，与点から角度と距離の測定によって得られたデー

タで混合計算の結果，位置誤差が決定されるので，角度，距離とも本来の値を中心にバラツ

キが生じます，本来の値を“０”とすれば，角度，距離とも“０”に近づきます，したがってデータ

数が少ないときは±のバラツキが認識されますが数が多くなると限りなく“０”に近づきますので

平均値は“０”として考えます。 

 

検査器機について 

点検器機には観測器機の１０倍程度の測定精度が要求されますが境界測量ではこれを満

足できる測量器機はありません。位置誤差には「国土調査法施行令別表４の備考二に当該筆

界点のこれを決定した与点に対する位置誤差をいう。」とあります，境界測量に於ける位置の

公差下限-60 公差上限+60

　　　　4σ
3.891σ 　3.891σ

　　不良率（公差外、片側0.005%） 　　不良率（公差外、片側0.005%）

標準偏差 σ=15.42
不良率（0.01％）

平均＝0
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００８６
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すれば， 
.

 =0.071 ～
.

 =0.066 以上でなければならないとなります，このこと

から公差の１０分の１程度の精度（0.05）以上の性能があれば良い事になります。いずれにして

も１級トータルステーション以上の精度を持った測量器機は存在しませんので１級トータルステ

ーションで検査しなければ検査自体の意味がないことになります。 

 

一筆の地積測量図等から得られる筆界点の位置誤差の公差，距離の公差，面積の公差は

それぞれ公差内であれば，その地積測量図に問題はないわけです 

精度区分甲３，距離 80m，縮尺 300 分の 1 の図面では図面に点間距離の記載があれば

（数値法），距離公差は 0.259m です。点間距離の記載がなければ（図解法）0.349m となりま

す。 

この数値から期待する標準偏差は 
.

 =0.035 (35mm），  
.

 =0.047 

(47mm）といえます。これは公差から求めていますので“最悪でもこれ以下”と考えるのです。 

 

実際に得られた較差を評価するにはさらに基準が必要で統計上は「信頼限界」という方法

で評価します。 

 

有意水準 

 有意水準とはその結果が間違っている可能性が何％かを前提に数値を計算し評価するもの

です，精度の高いデータの場合は 1％，通常のデータでは 5％，精度の良くないデータでは

10％が有意水準として通常使われる数値です，測量データでは 5％が使われ，有意水準５％

といういい方をします。 

 有意水準 5％とは 20 回に 1 回は間違っている可能性がありますがという表現になります，残

りの１９個の 95％は間違っていませんということです。  

「信頼限界内のデータが 100 個あれば，そのうち 95 個は 100％信頼限界内であり，残りの

5 個は 100％信頼限界内でない可能性がある」という，少々ややっこしい解釈になります。 

 

信頼限界 

公差とは「最悪でもこの範囲内に較差（図面値と実測値の差）がある」というものです，通常

は母集団からサンプルして，較差の標準偏差から母集団の標準偏差を推定して，信頼限界を

計算しますが，境界測量では地積測量図等にみられるように一筆のデータが多いので，デー

タが偏った地域から得られるとい欠点があることに加えてサンプルするほどのデータは得られ

ないということが問題です，そこでデータは公差内に収まっていることを前提に実測の標準偏

差＝公差から計算した標準偏差（期待する標準偏差）として考えます。 

公差は最悪の場合の数値ですから実際には公差より小さい値のデータになっています，実
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際の標準偏差も公差から計算した標準偏差（公差の 3.89 分の 1）より小さい値であることを前

提に考えます。 

確率 95％は 1.960σ です（確率表から計算できます）。この 1.960σ が信頼限界とか信頼区

間といわれる数値です。 

 

一般的な評価の表現 

公差をまず，２段階に分けて一致，不一致に分類します，この時の標準偏差の境が 1.960σ

になります，一致を２段階に分けて一致，ほぼ一致の表現にします。不一致を２段階に分けて，

ほぼ不一致，不一致に分け，公差を４段階の表現で一致，ほぼ一致，ほとんど不一致，不一

致とします。表にしますと下表のように表現されます。 

 この表では４段階に分けていますが２段階，６段階でも８段階でもかまいません，特に決まり

があるということではありません。 

 

3.891σ（3.9σ）を４段階に分けて 0.98σ，1.96σ，2.93σ，3.89σ	

ランク 標準偏差の 

範囲 

確率 信頼度 一致・不一致 

A 

 

0～0.98 67 信頼できる 一致 

B 

 

0.98～1.96 95.0 どちらかといえば信頼でき

る 

どちらかといえば一致 

C 

 

1.96～2.93 99.7 どちらかといえば信頼でき

ない 

どちらかといえば不一致 

D 

 

2.93～3．89 99.99 信頼できない 不一致 

E 

 

3.89σ～  全く信頼できない 完全な不一致 

 

例えば，計算された距離公差 0.450m に対する統計的な判断基準は 3.9σ（3.891σ）法で判

断する場合は，期待する標準偏差= 
.

.
 = 0.1157m（11.57cm） です。 

A： 0～0.98σ（0.00～11.57cm まで）は一致	

B： 0.98～1.96σ（11.57～23.13cm まで）はどちらかといえば一致	

C： 1.96～ 2.93σ（23.13cm～34.70cm まで）はどちらかといえば不一致	

D： 2.93～3.89σ（34.70～45.00cm まで）は不一致	

E： 3.89σ 以上は全く起こる可能性がない範囲 という分類にしてあります。	

 通常のデータであればランク E はあり得ないので考える必要はありません，得られた較差が
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ランク A～D のどの位置にあるかで一般的な表現をします。 

 大まかはランク A とランク B に該当すれば「一致」とし，ランク C とランク D に該当すれば「不

一致」とします。 

実際に得られた較差が 15cm の場合はランク B の「ほぼ一致」に該当しますので「一致」と

判断します。 

上の例で，甲土地家屋調査士が測量した較差が10cmでランク A，乙土地家屋調査士が測

量した較差が 15cm でランク B の場合，図面値に対しては「一致」としますが甲と乙とは該当す

るランクが違いますので甲と乙は「不一致」と判断します。 

誤差，較差が公差内ではあるけれど、公差内のどの程度のレベルにあるかを確認した上で

判断することが重要になります。 

これが，3.9 シグマ法の考え方です，難しい内容では無いので理解できると思います。 
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※１  国土調査法施行令別表４について（７ｐの説明）	

国土調査法施行令別表４ 

 ここで，国土調査法施行令別表４の精度区分のなかの甲３を取り上げて説明してみますと甲

３の筆界点の位置の公差は 

 平均二乗誤差 15cm，公差は 45cm （0.450m） 

距離の公差は 

0.08(m) + 0.02√ (m) + α(mm) 	

α = 図面の縮尺（地積測量図は２５０，３００が多い，地籍図，不動産登記法１４地図は５００

が多い）×プロット誤差（Ａ級作業は 0.2，通常は 0.3mm）	

面積の公差は	

 (0.10 + 0.02√ )√  ( ) 

 この表は昭和２５年１０月１日に施行されてきました，現在でもそのまま国土調査法施行令別

表４としてあります。 

  

疑問 

国土調査法施行令別表４には三つの公差，筆界点の位置の公差，２点間の距離公差，面

積公差が定められています，このなかの２点間の距離公差は図解法図面では 0.08(m) + 

0.02√S(m) + α(mm) の式です，数値法図面では甲３の式では 0.08(m) + 0.02√S(m) とな

るとされています。登記ではこの式が使われていますし実務でも使われています，単純に + 

α(mm) を取っただけなのです。 

とすれば数値法では筆界点の位置の公差，面積の公差もこの + α(mm) の分だけ小さく

なるのが普通に考えることですが筆界点の位置の公差，面積の公差はそのまま使われていま

す。 

それは，次の二つの説があるからだと考えられます 

（ア） 数値法でも筆界点の位置の公差，面積の公差も変わらないという説 

（イ） この表（国土調査法施行令別表４）は図解法の規準なのだから数値法では適用する

べきではないという説 とあります。 

通常甲３レベルで測量される距離を３５ｍとした場合の図解法の距離公差は縮尺５００，図の

プロット誤差０．３ｍｍとした場合０．３４８ｍです，これを数値法で計算すると０．１９８ｍ と小さく

なります，２点間の距離の誤差が小さくなれば筆界点の位置の誤差は小さくなり，当然面積の

誤差も小さくなります，これは誰が考えても当たり前のことです。 

２点間の距離の誤差に相当する量，つまり + α(mm)（下図参照）だけ「筆界点の位置公差」

「面積の公差」も小さくなると考えるのが普通でしょうがそのようにはなっていません，精度区分

甲３で筆界の位置の公差は０．４５０－０．１５０（０．３×５００）＝０．３００とするなど，ですがこの

業界（登記業界だけかもしれませんが）は（ア）の方式で処理されています。 
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現実はゆるい 

とはいいましても公差はゆるい方が業務はやりやすいのは事実です 「公差内ですから・・・」

といった言い訳が通用しますので 

Ｑ：「計算の根拠は？」 

Ａ：「公差内ですから」 

一般の方はこれでは納得できないでしょうが，境界（筆界）を扱っている専門家，土地家屋

調査士，登記官のレベルはこんなものなのです。 

また，この回答に反論できる専門家は極一部の方だけで，ほとんどの方は，妙に納得してし

まうでしょう。 

 

土地家屋調査士と測量士の違い 

「土地家屋調査士と測量士の違いは何ですか」 とは良くある質問ですがこれを説明できる

方は極一部の土地家屋調査士でしょう。 

答えは意外と簡単なのです，間違っても「土地家屋調査士は登記が出来るが測量士はでき

ない。」などといっては笑われます。 
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※２  相対評価について（8ｐの説明）	

境界測量成果の評価について簡単に説明します。 

境界を測量して境界・筆界を示す図面（境界測量図という）が作成されます，この時点では

境界測量図に書かれている境界の位置データ（境界成果という）の評価はできません。 

はじめに作成された境界測量図をＡ境界成果として，点検あるいは確認の為に測量した成

果をＢ境界成果とし，Ａ境界測量よりＢ境界測量が高度な測量をしたものとします。 

現実には「Ａ境界成果より高度な測定したＢ境界成果」，「Ａ境界成果と同程度の測量したＢ

境界成果」，「Ａ境界成果より低い測量したＢ境界成果」と３つのパターンがあります，これらの

評価はＡ成果 －
マイナス

Ｂ成果＝較差で計算します。 

真値との評価を絶対評価としますと真値で無い値との差を評価する場合を相対評価といい

ます，真値を知ることはできませんので全てが相対評価といことになります。 

その上で成果の善し悪しを較差（Ａ成果 －
マイナス

Ｂ成果）で評価するわけですから，本来は「Ａ境

界成果より高度な測定したＢ境界成果」の条件でなければなりません。 

しかし，境界測量では高精度の測量器機の普及により「Ａ境界成果と同程度の測量したＢ

境界成果」のケースが多くありますのでこの点を考慮する必要があります，避けなければならな

いのが「Ａ境界成果より低い測量したＢ境界成果」の場合です。 

 

ある点間の距離を知るために，数十回の測定をすればその平均値と平均値と測定値の較

差を知ることができます，平均値をもってある点間の距離が真値に近い値であると評価します。

較差はバラツキをもっています，このバラツキから標準偏差を計算し精度としています。平均値

には測定値の総和を測定数で割った単純平均と測定値から正規分布に適合しない値を除い

た平均があります，バラツキを求める場合は測定値から正規分布に適合しない値を除いた平

均を使いますので間違わないようにしてください。この場合、平均値を真値とみなし，較差（測

定値 －
マイナス

平均値）について評価します。 

境界測量ではこのようにある点間を数十回測定することはありませんのでこの方法で評価す

ることはありません。 

 

Ａ境界成果より高度な測定したＢ境界成果 

点検及び確認（点検という）に使われる一般的な方法では点検に使われる測量器機及び測

量方法はＡ測量に使われる測量器機及び測量方法の１０倍以上の精度を有する測量器機及

び測量方法で判断します。 

Ａ測量に使われる測量器機の１０倍以上あればＢ成果を真値とみなすことができます。境界
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測量では平板測量結果をトータルステーション（トランシット＋光波測距も含めた器機）で評価

する場合は真値に近い評価できると考えられます，平板測量は昭和４０年代まで使われた測

量器機であり，トータルステーションは昭和６０年頃から普及した器機ですからこのような評価

は昭和４０年代以前にはあり得ませんので，このような評価は存在しなかったわけです。 

昭和４０年代以前に平板で測量された成果（地籍図，地積測量図）をトータルステーション

で測って評価する場合には使えるかもしれませんが境界測量では境界標の経年変化がありま

すので正しい評価にはなりません。 

昭和４０年代に平板測量の成果をトランシット（トランシット＋スチールテープ）で測量した場

合は評価できたでしょう。 

しかし，現代のトータルステーションを使ったＡ測量，Ｂ測量では同精度の測量器機，測量

方法を使っていますので真値に近い評価にはなりません。 

 

Ａ境界成果と同程度の測量したＢ境界成果 

トータルステーションによる境界測量では測定器機及び測量方法，その他の要因によって

「Ａ境界成果より高度な測定したＢ境界成果」というのは期待できません，精度で比較すれば 

図面成果＞検査値，図面成果≒検査値，図面成果＜検査値 の関係に実際はありますので，

図面成果－検査値＝較差（誤差） は評価になります。 

現在の評価は全てこの方法になりますので相対評価の関係について理解しておく必要があ

ります。 

Ｂ境界測量をおこなう条件として「Ａ測量に使われた測定器機及び測量方法と同等かそれ

以上の精度を有する測量器機及び測量方法の条件でＢ境界測量する」ことが前提になりま

す。 

 

誤差の混合 

相対評価による較差の評価は σ（標準偏差），σ₁  （Ａ成果），σ₂  （Ｂ成果） とすれば 

 σは = σ₁2
σ₁2

σ₁2 σ₂2
σ₂2

σ₂2

σ₁2 σ₂2
 の関係にあります。これを誤差の混合と

いいます。 

図面値の精度が 0.020（σ₁）で検査器機の精度が 0.005（σ₂）の場合に計算される精度 σは 

= 0.0202
0.0202

0.0202 0.0052
0.0052

0.0052

0.0202 0.0052
= 0.0194 と計算されます。 

Ｂ境界測量の測量器機及び測量方法の精度が高く，精度が限りなく 0.000 に近ければ，精

度 σ は 0.020 となり，境界標と図面成果の本来の精度は検査器機及び測量方法の精度を

0.005 と把握していれば図面の精度は 0.020 と計算できます。 
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σ	= 0.0202
0.0202

0.0202 0.0002
0.0002

0.0002

0.0202 0.0002
= 0.020 

 

たぶん，多くの方は誤差伝播の法測（σ σ σ  ）で説明されると思いますがこれは

勘違いなのです，これは 20％の酒と 5％の酒を同量混ぜると  =12.5％に成ることと同

じなのです，誤差伝播の法測では 25％に成ってしまいますので，間違っていることは明からで

す。 

例えば，甲土地家屋調査士が作製した地積測量図を乙土地家屋調査士が点検測量したと

きに，この誤差の混合を使って説明できますが実際にはこれで説明することはありません，な

ぜなら理解して貰えないからです，単にＡ測量成果 －
マイナス

Ｂ測量成果＝較差から標準偏差を計

算してこの図面の精度は幾らという説明をしています。 

要するに，相手に理解して貰えなければ何の意味もなくなりますので，結果として変わらな

ければ途中の説明に拘ることは無いと考えているからです。 

以上 

 

2017/10/04 再編集 


